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明
治
コ
=
こ
年

大
正
大
正
一
一
年

大
正
一
一
年

大
正
一
五
年

大
正
一
豆
年

大
正
一
五
年
一
一
一
月

昭
和

昭
和
昭
和
昭
和

昭
和
昭
和
昭
和
昭
和

宮

崎

孝

治

郎

教

授

略

歴

四
月
三

O
日

八
年

四
月

三
月
二
五
日

四
月

三
月
一
一
一
一
日

四
月

二
年

三月一一一

O
日

四
年

六
月
二

O
日

五
年

三
月
一
三
日

五
年

五
月
二

O
日

五
年
一

O
月一一一一一日

六
年

七
月
二
一
日

七
年

四
月
二
一
日

七
年

八
月

北
海
道
函
館
に
お
い
て
出
生

日

第
二
高
等
学
校
入
学

第
二
高
等
学
校
卒
業

日

夏
口
市
帝
国
大
学
法
学
部
英
法
科
入
学

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業

日

東
京
帝
国
大
学
大
学
院
(
法
学
部
〉
入
学
、
民
法
専
攻

二
日

高
等
試
験
司
法
科
に
合
格

東
京
帝
国
大
学
助
手
(
法
学
部
〉
に
任
ぜ
ら
れ
、
我
妻
栄
先
生
の
御
指
導
を
受
け
て
民
法
学
を
研
究
。
民
事
法
判
例
研
究
会

会
員
と
な
る
(
昭
和
四
年
四
月
一
七
日
退
会
〉

台
北
帝
国
大
学
講
師
(
文
政
学
部
)
を
嘱
託
さ
れ
る

台
北
帝
国
大
学
助
教
授
(
文
政
学
部
)
に
任
ぜ
ら
れ
、
民
法
民
事
訴
訟
法
第
二
講
座
担
任
を
命
ぜ
ら
れ
る

七
年
四
月
二

O
日
ま
で
)

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
、
パ
リ
l
法
科
大
学
に
お
い
て
ア

γ
リ
・
キ
ャ
ピ
タ
シ
教
授
の
御
指
導
を
受
け
て
民
法
学
を
研
究
(
昭
和

在
外
研
究
員
を
命
ぜ
ら
れ
る

比
較
法
学
研
究
の
た
め
西
欧
・
東
欧
諸
国
を
視
察

ド
イ
ツ
に
滞
在
、
民
法
学
を
研
究
(
昭
和
八
年
一
月
一
一
一
一
日
ま
で
)

日

国
際
比
較
法
会
議
会
員
に
推
薦
さ
れ
、
へ

l
グ
(
オ
ラ
ン
ダ
)
で
開
催
き
れ
た
第
一
回
国
際
比
較
法
会
議

5
5
5
z
g
m
}
r
e
oル丹

8
5宮
み
)
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席

(
戸
内
ゆ

ng雪中
ω
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昭
和
昭
和
昭
和

昭
和
一

O
年

昭
和
一
一
一
一
年

昭
和
二
ハ
年
一

O
月

昭
和
一
八
年

昭
和
二

O
年

昭
和
二

O
年

昭
和
二
一
年

昭
和
二
一
年

宮崎孝治郎教授略歴

昭
和
二
二
年

昭
和
二
二
年
一

O
月
一
五
日

一
二
月
三
一
日

昭
和
二
三
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
五
年

八七
年年

八白
月
四
月
二
二
日

八
年

五月一一一

O
日

五
月

二
月
一
二
日

二
月
一
一
一
一
一
日

八
月

四
月
一
二
日

五
月
一
一
一
一
日

六
月
三

O
日

九
月
一
五
日

四
月

ヘ

六
日

比
較
法
学
研
究
の
た
め
北
欧
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
諸
国
を
視
察

イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
を
経
て
帰
国

台
北
帝
国
大
学
教
授
(
文
政
学
部
〉
に
任
ぜ
ら
れ
、
民
法
民
事
訴
訟
法
第
二
講
担
任
を
命
ぜ
ら
れ
る
(
昭
和
一
八
年
二
月
一

一
日
ま
で
)

日

台
北
比
較
法
学
会
を
設
立
し
、
常
任
幹
事
と
し
て
「
比
較
婚
姻
法
第
一
部
・
第
二
部
」
の
編
纂
責
任
者
と
な
る
(
昭
和
二

O

年
三
月
一

O
日
解
散
〉

五
日

台
湾
総
督
府
法
令
取
調
委
員
会
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る

台
湾
に
施
行
す
べ
き
「
祭
柁
公
業
法
」
の
立
案
の
た
め
台
湾
総
督
府
よ
り
朝
鮮
お
よ
び
中
華
民
国
の
家
族
制
度
・
族
産
制
度

研
究
の
た
め
朝
鮮
お
よ
び
中
華
民
国
に
派
遣
さ
れ
る
(
昭
和
一
六
年
二
一
月
一
八
日
ま
で
〉

台
北
帝
国
大
学
交
政
学
部
民
法
民
事
訴
訟
法
第
一
講
座
担
任
を
命
ぜ
ら
れ
る

学
術
研
究
会
議
(
第
一
回
部
会
|
|
法
律
)
議
員
に
推
薦
さ
れ
る

終
戦
に
よ
り
、
中
華
民
国
国
立
台
湾
大
学
教
授
に
徴
用
さ
れ
る

台
北
を
引
揚
げ
、
浦
賀
に
上
陸
。
秋
田
県
平
沢
町
に
滞
在
・
静
養
し
つ
つ
従
来
の
研
究
を
続
け
る
(
昭
和
二
二
年
六
月
ま
で
)

昭
和
二
一
年
勅
令
第
二
八
七
号
に
よ
り
自
然
退
官

北
海
道
帝
国
大
学
法
文
学
部
講
師
を
嘱
託
さ
れ
る

北
海
道
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
法
文
学
部
法
律
第
五
講
座
担
任
を
命
ぜ
ら
れ
る

北
海
道
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
会
委
員
な
ら
び
に
北
海
道
労
働
者
災
害
補
償
審
査
会
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る

北
海
道
大
学
全
学
協
議
会
委
員
と
な
る

日

昭
和
二
五
年
法
律
第
五
一
号
国
立
学
校
設
置
法
改
正
に
よ
り
、
北
海
道
大
学
法
経
学
部
勤
務
、
民
法
第
二
講
座
担
任
(
昭
和
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昭
和
二
五
年

昭
和
二
五
年

昭
和
二
五
年

昭
和
二
五
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
八
年

昭
和
二
八
年

四
月

四
月

五
月
一
九
日

五
月
一
一
一
日

九
月
四
月

昭
和
二
八
年
一
二
月
一

O
日

八
月

昭
和
三
四
年

昭
和
コ
二
年
二
一
月
二
七
日

四
月

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
五
年
一

O
月

昭
和
三
七
年

昭
和
三
九
年

七
月
一
六
日

八
月

一
月
二
二
日

三
月
コ
二
日

三
四
年
三
月
一
一
一
一
日
ま
で
)
を
命
ぜ
ら
れ
る

日

. ，i. 

屯

北
海
道
大
学
評
議
員
と
な
る

日

北
海
道
大
学
法
学
会
評
議
員
と
な
る

比
較
法
学
会
理
事
に
選
任
さ
れ
る
(
昭
和
三
八
年
四
月
二
二
日
ま
で
)

日
本
私
法
学
会
理
事
に
選
任
さ
れ
る
(
昭
和
三
八
年
一

O
月
一
一
一
一
日
ま
で
)

札
幌
地
方
鉱
害
賠
償
基
準
協
議
会
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る

日日

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長
と
な
る
(
昭
和
三
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
)

日

昭
和
二
八
年
法
律
第
八
八
号
国
立
学
校
設
置
法
改
正
に
よ
り
、
北
海
道
大
学
法
学
部
に
配
置
換
え
さ
れ
る

日
本
学
術
会
議
(
第
二
部
)
第
三
回
会
員
に
選
任
さ
れ
る

北
海
道
収
用
委
員
会
予
備
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る

北
海
道
大
学
法
学
部
民
法
第
一
講
座
担
任
を
命
ぜ
ら
れ
る

北
海
道
大
学
付
属
図
書
館
長
と
な
る
(
昭
和
三
八
年
七
月
一
五
日
ま
で
)

北
海
道
大
学
協
議
員
と
な
る
(
昭
和
三
六
年
八
月
一
日
ま
で
〉

学
術
奨
励
審
議
会
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
(
昭
和
三
八
年
八
月
一
一
一
一
日
ま
で
)

日日日

東
京
大
学
よ
り
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る

停
年
に
よ
り
退
職
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主

要

著

作

目

録

著

書

宮崎孝治郎教授主要著作目録

昭
和
一
二
年

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法

比
較
婚
姻
法
第
一
部
l
婚
姻
の
成
立
ハ
編
)

昭
和
一
七
年

比
較
婚
姻
法
第
二
部
i
婚
姻
の
証
明
及
効
果
〔
編
)

昭
和
二
三
年

民
法
学
の
対
象

昭
和
二
五
年

新
婚
姻
法

昭
和
三
五
年

新
比
較
婚
姻
法
I

東
洋
(
編
〉

昭
和
三
六
年

新
比
較
婚
姻
法

E
r
u
M
A一
陸

…

口

一

(

編

)

動

車

書

房

財
産
承
継
制
度
の
比
較
法
的
研
究
i
農
業
基
本
一
法
の
基
調
を
求
め
て
|
勤
草
書
房

昭
和
三
七
年

新
比
較
婚
姻
法
E

新
比
較
婚
姻
法
相
到

岩
波
書
庖

岩
波
書
庖

岩
波
書
庖

有
斐
閣

有
斐
閣

動
草
書
房

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
2
〉
(
編
)

ア
メ
リ
カ
大
陵

(
2
)

ヨ
l
ロ
ツ
バ
ハ

3
)
(
編〉

動
車
書
房

動
車
書
房

E 

論

文

昭
和
三
年

地
役
権
の
時
効
取
得
法
学
協
会
雑
誌
四
六
巻
七
号

昭
和
八
年

国
際
比
較
法
会
議

(Pお
み
凹

5
g
H
E
5出
}
常
任

S
g
g宮
み
)

法
学
協
会
雑
誌
五
一
巻
九
号
・
一
一
号
・
一
二
号
、
五
二
巻
二
号

昭
和
一

O
年

私
法
法
相
側
と
し
て
の
慣
習
法
と
判
例
法

昭

和

二

年

ナ
ポ
レ
オ

γ
と
フ
ラ
ン
ス
民
法

昭
和
一
一
一
年

法
現
象
進
化
の
基
底
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
政
学
科
研
究
年
報
三
嶋

仏
蘭
西
婚
姻
法
|
婚
姻
の
成
立
「
比
較
婚
姻
法
第
一
部
」
岩
波
書
庖

協
議
離
婚
論
「
家
族
制
度
全
集
」
法
律
篇
三
巻
(
離
婚
)
河
出
書
房

昭
和
一
四
年

契
約
と
条
約
と
の
関
係
に
就
て
の
こ
・
三
の
考
察

台
北
帝
国
大
学
女
政
学
部
政
学
科
研
究
年
報
五
鴫

比

較

法

学

的

に

視

た

契

約

の

観

念

比

較

法

雑

誌

一

号

昭
和
一
五
年

慣
習
婚
か
法
式
婚
か

妻
の
行
為
能
力

台
北
帝
国
大
学
文
政
学
科
研
究
年
報
嶋

台
法
月
報
三
O
巻
一
号
l
三
号

法
律
時
報
一
二
巻
四
号
l
六
号

法
学
協
会
雑
誌
五
八
巻
七
号
・
九
号
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昭
和
一
七
年

仏
蘭
西
婚
姻
法
l
婚
姻
の
証
明
及
効
果
「
比
較
婚
姻
法
第
二
部
」

契
約
の
起
源
に
関
す
る
こ
・
三
の
考
察
「
杉
山
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
」
岩
波
書
庖

岩
波
書
庖

生
態
支
那
家
族
制
度
と
其
の
族
産
制台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
政
学
科
研
究
年
報
八
輯

離
婚
法
の
新
動
向
と
フ
ラ

γ
ス
新
離
婚
法

台
法
月
報
三
六
巻
一

O

一
二
合
併
号

昭
和
二
三
年

ブ
ラ
シ
ス
近
代
に
於
け
る
所
有
権
制
度
及
び
所
有
思
想
の
遷
移

民
商
法
雑
誌
ニ
ニ
巻
四
号
・
五
号
、
二
三
巻
五
号

昭
和
二
五
年

新
民
法
の
実
施
性
に
関
す
る
研
究

昭
和
二
六
年

民
法
改
正
と
輿
論

ー
北
海
道
に
お
け
る
新
家
族
法
に
関
す
る
調
査

i
法
律
時
報
二
三
巻
一
号

英
国
家
族
相
継
産
制
度
の
沿
革
と
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
背
景

北
海
道
大
学
法
学
会
論
集
一
巻
・
二
巻

民
商
法
雑
誌
二
五
巻
五
号
、
二
六
巻
一
号

昭
和
二
七
年

離
婚
原
因
と
し
て
の
精
神
病
l
新
身
分
法
の
実
施
性
に
関
す
る
研
究
|

穂
積
先
生
追
悼
論
文
集
「
家
族
法
の
諸
問
題
」

有
斐
閣

昭
和
二
九
年

人
工
授
精
と
法
律
問
題

遺
伝
八
巻
一
号
・
二
号

A ‘ 

プ
ラ

γ
ス
判
例
の
わ
が
判
例
に
及
ぼ
し
た
影
響

昭
和
三

O
年

養
子
機
能
の
変
遷
と
人
工
授
精

石
田
文
次
郎
先
生
還
暦
記
念
「
私
法
学
的
諸
問
題
ハ
門
」

昭
和
三
一
年

北
海
道
に
お
け
る
農
家
相
続
の
実
態
l

序
北
海
道
大
学
法
学
部
相
続
調
査
研
究
会

離

婚

法

学

セ

ミ

ナ

ー

豆

号

転
質
お
よ
び
転
抵
当
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

民
尚
法
雑
誌
三
二
巻
二
号
・
六
号
、
三
三
巻
四
号

私
法
一
六
号

平
凡
社

判
例
民
事
法
月
報
約

有
斐
閣

人
工
授
精
と
法
律
問
題

婚
姻
の
法
制

昭
和
三
二
年

結
婚
の
語
源
と
そ
の
本
質

昭
和
三
三
年

失
綜
宣
告

昭
和
三
四
年

ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
親
権
制
度
民
商
法
雑
誌
士
一
九
巻
了
二
・
三
合
併
号
(
創
刊
二
五

周
年
記
念
特
集
号
)
「
私
法
学
論
集
上
巻
」
有
斐
閣

比
較
法
研
究
一
八
号

世
界
百
科
辞
典
U

北
海
道
新
聞
二
月
二
五
日

「
民
法
演
習
I
」
(
総
則
)

有
斐
閣

比

較

婚

姻

法

総

括

養
子
縁
組
の
無
効
と
取
消

勝
本
正
晃
先
生
還
暦
記
念
「
現
代
私
法
の
諸
問
題
上
」

配
偶
者
相
続
権
の
根
拠
と
性
格
に
つ
い
て
(
井
田
恵
子
と
共
筆
)

小
池
隆
一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
「
比
較
法
と
私
法
の
諸
問
題
」

有
斐
閣

慶
応
通
信

一
守
受
注
唱
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昭
和
三
五
年

人
工
授
精
を
め
ぐ
る
問
題
の
所
在

小
池
・
田
中
・
人
見
編
「
人
工
綬
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